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審 議 案 件 

議第１号 富士宮市景観計画の変更について 

議第２号 岳南広域都市計画高度地区の決定（富士宮市決定）について 
議第３号 岳南広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変

更（静岡県決定）について 
議第４号 岳南広域都市計画区域区分の変更（静岡県決定）について 

 
１ 審議に出席した委員（17 人） 

 

水 口 俊 典 委員 菅 原 由 美 子 委員 

藤 井 敬 宏 委員 寺 田 尚 稔 委員 

河 原 﨑 信 幸 委員 佐 野 一 男 委員 

佐 野 勝 幸 委員 渡 辺 佳 正 委員 

植 松 健 一 委員 齋 藤 和 文 委員 

手 島 皓 二 委員 加 藤 眞 克 委員 

（代理：増田 澄） 

安 達 行 彦 委員 

（代理：望月 康史） 

竹 林 圭 介 委員 

石 川 一 廣 委員 加 納 永 子 委員 

塩 川 祐 子 委員  

 

２ 説明のための出席者 

都市整備部長 

[都 市 計 画 課] 課長 主幹 計画係長 計画係主査 計画係主査 

[都 市 整 備 課] 課長 街路整備係長 

[花と緑と水の課] 公園緑地係長 公園緑地係主任主査 

[下 水 道 課] 課長



【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

定刻となりましたので、ただいまから平成 27 年度第２回富士宮市都市計画審

議会を開会させていただきます。委員の皆様におかれましては、御多忙の中、

御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の進行を務めます都市計画課計画係長の高橋と申します。よろしくお願

いいたします。 

それでは、会議に先立ちまして芦澤副市長から皆様にご挨拶をさせていただ

きます。 

 

芦澤副市長 

本日は、大変お忙しいところを平成 27 年度第２回富士宮市都市計画審議会に

御出席いただきまして、ありがとうございます。委員の皆様には、日頃から市

政の色々な分野でご意見、ご指導、ご協力賜りまして誠にありがとうございま

す。本来、市長がご挨拶する予定でしたが、急遽、東京出張の公務が入りまし

て、内容的には良い話なので申し上げますが、市立病院の医師確保の目途が立

ちまして、今日はその大学との覚書を締結するということで、失礼をお許しい

ただきたいと思います。 

さて、私が申すまでもなく、昨今の日本の社会状況は大きく変化しておりま

す。地方創生ということで、石破内閣府特命担当大臣の号令の下に全国一斉に

地方創生、あるいは人口ビジョン「まち・人・しごと」という計画づくりを進

めている訳であります。 

当市におきましては、第５次総合計画が今年の４月から始まります。向こう

10 年間の計画につきまして、３年程をかけて、市民の皆様のご意見などをいた

だきながら、ようやく素案ができまして、この２月議会に上程をし、議員の皆

様にご審議いただくという段階まできた訳でございます。10 年ごとの計画でご

ざいますので、その時その時の状況を色濃く反映したものということでござい

ます。過去を振り返ってみましても、都市計画の分野でも時代ごとに内容が変

わってきている訳でございます。特に当市の土地利用につきましては、水口先

生のご指導も何十年になるでしょうか。その時々の開発志向であったり、自然

保護であったり、あるいは新たな人口対策であったり、その時代背景を踏まえ

た土地利用構想とそれを組み込んだ形で総合計画を立てているところでござい

ます。現在、ソフト、ハードの両面で具体的についても検討している訳でござ

いますけれども、やはり根幹となるものは、きちんと都市計画に基づいて企画

立案しなければならないと思っております。 

当市では、富士山の世界遺産登録を受けたことは非常に反響が大きく、良い

意味でも変化してきております。こうした中での都市計画行政も市民の皆様の
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快適な暮らしを最優先に考えながら、かつ、街の魅力を高めるという計画を掲

げていきたいと思っております。本日ご審議いただく案件もこのような観点か

らお願いするものでございます。内容につきましては、お手元のレジュメにあ

りますように、４件の審議をお願いする訳でございます。委員の皆様におかれ

ましては、専門的知見や富士宮市民としての視点から、積極的なご意見を賜り

たく存じます。結びに今後とも市政発展のために変わらぬご協力をお願い申し

まして、簡単ではございますけれどもご挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

 ありがとうございました。なお、副市長は公務のため、ここで退席させてい

ただきます。本日の審議に際しましては、事務局として関係課職員並びに関係

受託業者を同席させていただいておりますので、あらかじめ御了承いただきた

いと思います。 

それでは、会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の

確認をお願いしたいと思います。配布資料は、１月 12 日付けで送付させていた

だきました資料といたしまして、本日ご審議いただきます４件の議題の提出議

案書及びその説明資料でございます。また、本日配布させていただきました資

料は、本日の次第、委員名簿、席次表となっております。不足しているものが

ございましたら、お知らせいただきたいと思います。 

次に、代理出席の委員についてご報告させていただきます。加藤委員の代理と

いたしまして 富士宮警察所交通課長の増田様、それから安達委員の代理とい

たしまして、富士土木事務所都市計画課長の望月様に御出席をいただいており

ます。 

それでは、お手元の次第によりまして、ただいまから審議をお願いいたしま

す。以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定により

まして、水口会長にお願いいたします。それでは会長よろしくお願いいたしま

す。 

 

水口会長 

みなさんこんにちは。今日は雪の影響で心配していたのですけれども、用心

していたから、逆にかなり早く着くことになりました。安心しました。 

前回会議を簡単に復習しますと、昨年の７月 30 日にやっていますが、その時

の議題は大きく２つに分かれまして、１つが景観計画の改定関連、景観計画と

高度地区について、それぞれ素案の段階でいろいろな議論をやりました。もう

１つが国土利用計画の改定ということで、先ほどの副市長のご挨拶にもあった
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次期総合計画の策定が２月議決に向けて動くようですが、それと合わせて同時

に動いているというものです。 

今回の議題は、次第にありますように大きく２つのグループで、１つが第１

号と第２号が関連して、景観計画の改定案と高度地区の新規策定案について、

今日答申を出すということをやります。前回の審議会では、相当内容にわたる

議論があって、それも踏まえて、その後の都市計画の決定手続きであります地

元説明会、公聴会、案の縦覧の過程で出てきた市民のご意見も反映し、今日の

議題として取りまとめ上程に至ったものであります。 

第２グループが、議題３号４号ですが、いずれも静岡県の都市計画決定に対

する富士宮市の意見ということで、これは定期的な県の広域的かつ根幹的な都

市計画マスタープランの案についての意見となります。それと関連して富士市

に係ることでありますが、線引き区域区分の改定というのがあります。今日は

大きくグループとしては２グループ、案件としては４つありますが、どちらも

答申に至る最後の機会なので、十分なご意見、あるいはご質問、確認をお願い

したいと思います。 

それでは本日の会議の成立についてですが、今日の出席委員は代理委員も含

めて１７名で会議は成立しています。 

次に会議の公開についてですが、運営要領で原則公開となっております。今

日特別の事情がありませんので公開としたいと思いますが、ご異議はありませ

んか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

はい。それでは傍聴人がいらっしゃったら、入室誘導をお願いします。 

 

………事務局にて入場誘導（傍聴人の有無確認）……… 

 

事務局（都市計画課主査） 

はい。傍聴人はいらっしゃいません。 

 

水口会長 

今日の議事録の署名人ですが、この運営要領の規定によって委員の中から順

番でやってもらっていますが、今日の署名人は石川一廣委員にお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

それでは審議に入ります。議第１号と第２号は関連があるので一括して説明

してもらい、議論も密接に関連しますので一緒にやり、議決の採決については、
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案件ごとにやります。同様に、その後、第３号と第４号も関連していますので、

これも一括して説明してもらい、一括して審議して個別に採決をすると、そう

いう手順で行きたいと思います。 

それでは、議第１号「富士宮市景観計画の変更について」、議第２号「岳南広

域都市計画高度地区の決定（富士宮市決定）について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（都市計画課長） 

都市計画課長の滝川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。委員の

皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは座って失礼します。 

それでは、議第１号「富士宮市景観計画の変更について」、及び議第２号「岳南

広域都市計画高度地区の決定（富士宮市決定）について」私の方から概要及び、

諮問に係る変更及び決定理由を説明し、詳細については担当職員から説明させ

ます。 

本件については、かねてより当審議会において、ご審議をお願いしてきた訳

でございますが、本日は、一連の手続きの最終段階として、諮問をさせていた

だくものでございます。 

議第１号は、景観法に基づき策定しております景観計画を変更するものであ

り、今回は、浅間大社周辺地区の景観重点地区指定が主な変更内容となります。 

それでは、議第１号の変更理由を朗読させていただきます。提出議案書の 138

ページをご覧ください。 

議第１号、変更理由。本計画において、地域の特性や資源を生かし、市内で

特に良好な魅力ある景観形成に取り組む箇所を重点地区に位置づけている。こ

の候補地区となっている「富士山本宮浅間大社周辺地区」について、「富士宮市

世界遺産のまちづくり整備基本構想（平成２７年３月策定）」を推進する観点か

らも、富士山の眺望確保や大社の神聖さと調和した街並み形成を図るため、当

該地区を重点地区に位置づけ、建築物等の高さや色彩などの景観誘導に関する

方針や基準を定めるものである。その他の部分については、時点修正等による

字句等の加除修正を行う。 

次に、議第２号についてですが、景観計画と連携して、建築物の高さの制限

に関して、より実効性を持たせるために、高度地区という都市計画手法に基づ

く制度を併用設定するもので、同法に基づく手続きを進めてきたものでござい

ます。 

それでは、議第２号の決定理由を朗読いたします。提出議案書の 143 ページ

をご覧ください。 
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議第２号、決定理由。富士宮市景観計画において、「富士山の庭園都市へ」を

景観形成の目標と位置づける中、将来にわたり富士山を御神体とする富士山本

宮浅間大社周辺の眺望景観や門前町の街並み景観の保全・形成を図るとともに、

良好な市街地環境を創出するため、本案のとおり決定する。 

次に、詳細については、担当職員に説明させます。 

 

事務局（都市計画課主査） 

都市計画課の佐野と申します。よろしくお願いいたします。 

説明はお手元の資料とパワーポイントを用いておよそ 15 分弱をいただきま

す。座って失礼いたします。 

本日ご審議いただく案件は、景観法の法定計画と、都市計画法の市決定及び

県決定案件でございます。始めに、この都市計画決定の手続きについて簡単に

説明をいたします。スクリーンをご覧ください。都市計画決定とは、都市計画

法の手続きに基づいて決定するもので、都道府県が定めるものと、市町村が定

めるものに分けられます。一の市町村を超える広域的な見地から決定すべきも

の、根幹的かつ重要な地域地区や、都市施設として政令で定めるものは、都道

府県が決定し、それ以外は、市町村が決定することとなります。このことから、

議第２号は、富士宮市が、議第３号及び４号は、静岡県が決定する案件となり

ます。 

また、都道府県が定める都市計画については、最終的には都道府県審議会の

議を経て決定されるものですが、都市計画法第 18 条第１項において、都道府県

は関係市町村の意見を聴くことと規定されております。議第３号及び４号に関

しては、平成27年11月27日付けで県から市に対して意見照会が来ております。

これを受け、本日ご審議をお願いするものです。なお、議第３号及び４号に関

する提出議案書中の計画書（案）及び変更理由、説明の諸資料は全て県が作成

したものでございます。 

では、議第１号、第２号につきまして、説明させていただきます。説明資料

の１ページとスクリーンを合わせてご覧ください。 

この案件については、昨年度からご審議をいただきまして、本日で４回目と

なります。前回の審議会では、原案という形でお示しさせていただきましたが、

その後、説明会を、平成 27 年８月 27 日、28 日、30 日の３日間、市民文化会館

にて行いました。説明会に先立ち、区域内の土地建物所有者約 600 人に開催案

内及び資料をお送りし、３日間で 46 人の方が来場されました。９月 25 日には、

公聴会を開き、公述人がお一人いらっしゃいました。その後、市議会全員協議

会や静岡県との事前協議を経ております。 

そして、説明資料２ページから４ページをご覧ください。このようなご意見
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いただき、検討、再精査をし、案を作成しております。この案については、地

区内の土地建物所有者に再度資料を送付したうえで、昨年の 12 月１日から 25

日の約１か月間、景観計画のパブリックコメントを、12 月 11 日から 25 日の２

週間、都市計画高度地区の案の縦覧を実施しております。なお、意見書の提出

はございませんでした。今後の手続きとしては、静岡県との最終協議を経て、

４月１日の告示・施行を予定しております。 

次に、議第１号、２号について、前回の審議会からの主な変更箇所を中心に、

説明をさせていただきます。 

提出議案書の２頁をご覧ください。こちらは 137 ページまでは、「富士宮市景

観計画」の計画書となっております。文章中の赤文字部分は、今までご審議い

ただいておりました、新重点地区、浅間大社周辺地区についての追加記述とな

っております。緑文字は、時点修正部分、青文字は、補足等整理した部分とな

っております。139 ページは、この変更概要となっております。 

それでは、52 ページをご覧ください。こちらは新規のページとなっておりま

す。前回の審議会資料より、区域図の表現方法と、区域設定の根拠・概要を修

正しております。前回までの区域図は、４つの視点場から、右前方のあさぎ塚、

左前方のとや塚を結んだ線を入れていたため、各視点場からの眺望範囲が強調

され、「線の外側に位置する区域は、眺望に影響ない範囲なのに、なぜ制限する

必要があるのか」といったご意見を説明会及び公聴会でいただいておりました。 

浅間大社周辺地区の区域設定の根拠・目的としましては、富士山の眺望確保

に加えて、浅間大社が立地する周辺地区全体の良好な市街地環境を誘導する範

囲として設定しております。標高 1,500 メートルへの見通し確保のための高さ

制限だけではなく、浅間大社および玄関口となる幹線道路沿道における良好な

景観誘導を必要とする範囲としているため、このように文章を修正し、それに

合わせて区域図の視点場の表現を、点からエリアという柔軟な形に修正してお

ります。 

74 ページをご覧ください。こちらも新規のページになります。ここでは、②

まち並み景観の形成の方針の２つ目のポツ、世界遺産の構成資産である富士山

本宮浅間大社の周辺や玄関口となる幹線道路沿道においては、建築物の高さを

一定程度抑制し、良好な市街地環境の創出を誘導します。という文章を追加し

ております。続きまして③公共施設景観の形成の方針、こちらの下から２つ目

のポツでは、電線、電柱類の整除の記述に、富士山本宮浅間大社や富士山世界

遺産センター（仮称）の周辺幹線道路沿道という文字を追加しております。ま

た、最後のポツ、富士宮市世界遺産のまちづくり整備基本構想に沿った整備を

目指すという方針を追加しております。 

78 ページをご覧ください。こちらの頁も新規のページになります。景観法、
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景観条例に基づく、建築行為等の届出の区分、対象行為、景観形成基準につい

て、一覧表にすることでわかりやすく整理をしております。 

98 ページをご覧ください。こちらは中央・駅前地区の推薦するデザインの記

述に、今回指定する浅間大社周辺地区との整合を図るため、自動販売機の項目

を追加しております。 

102 ページをご覧ください。こちらも同じく重点地区神田地区についてです、

同様の整合を図るため、自動販売機の色彩を明確なものとしております。 

104 ページをご覧ください。こちらは新規の頁になります。浅間大社周辺地

区の届出対象行為になります。こちらの内容は、前回の審議会から変更はござ

いません。 

105 ページから 109 ページについても、新規のページとなりまして、「浅間大

社周辺地区」の景観形成基準がかかれております。 

105 ページの建築物・工作物の高さをご覧ください。こちらの記述の中で、

２か所修正がございます。１つ目は、上から６つ目のポツ、建築物の高さの算

定について、地盤面から階段室など塔屋と呼ばれるものを含めた、建築物の屋

上部分の最上部までとする記述を追加しております。こちらの細かい説明は、

後ほど、高度地区の説明の中でさせていただきます。２つ目は区域図を修正し

ております。 

説明資料の５ページをご覧ください。こちらは８つの修正点がございます。

視点場の連続性、登山道の沿道景観を誘導するための考え方を統一し、敷地や

地形地物にとらわれ過ぎず必要な範囲を再精査し、全体的にシンプルな区域設

定に修正しております。 

続きまして提出議案書の120ページをご覧ください。ここから132頁までは、

景観形成の重点方策としまして、景観づくりのために重点的に取り組んでいく

プロジェクトを取りまとめております。平成 22 年にこの景観計画を策定してか

ら５年が経過し、この重点方策プロジェクトも少しずつではありますが、取組

実績が増え、景観が改善されてきております。この状況を多くの方に知ってい

ただくためにも、今回の景観計画の変更に合わせて、今まで候補地が紹介され

ていたページを、取組実績として修正しております。 

124 ページをご覧ください、こちらは白糸の滝周辺地区景観ルール導入プロ

ジェクトの取組実績で、白糸ノ滝整備基本計画の策定により、滝見橋や公園、

展望場の整備を挙げております。 

128 ページ頁をご覧ください。屋外広告・サイン向上プロジェクトの取組実

績です。不用看板の撤去や集約案内看板の設置を挙げております。 

130 ページをご覧ください、こちらはぐるり・富士山風景街道推進プロジェ

クトとなっております。その取組実績として、主に朝霧ワークショップでの活
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動や、ごみゼロ活動宣言啓発活動、プチメンテによる修景整備を挙げておりま

す。 

132 ページをご覧ください。眺望点整備プロジェクトの取組実績で、昨年の

３月に指定した、17 か所の眺望点を紹介しております。 

以上が、議第１号、富士宮市景観計画の変更についての修正点になります。 

続きまして、142 ページをご覧ください。議第２号 岳南広域都市計画高度

地区の決定、富士宮市決定について、こちらは高度地区の計画書となっており

ます。高度地区の制限内容については、前回の審議会でいただいたご意見を反

映し、修正させていただいております。 

説明資料の２ページをご覧ください。意見対応表にありますように、前回の

審議会で塔屋等の取り扱いについて、ご意見をいただき再精査をしております。 

スクリーンをご覧ください。まず、塔屋等とは、建築基準法上での取り扱い

は、塔屋自体の規模が水平投影面積８分の１以内、かつ、塔屋自体の高さが 12

メートル以下の場合、高さには算入されません。塔屋自体の規模がこれを上回

る場合は、高さに算入されます。 

したがって、通常の建築基準法に任せた高さの取り扱いでは、最大 12 メート

ルまでの塔屋を屋上部分に作ることが可能となり、眺望への影響が大きいと考

えられます。そこで、前回は京都市の事例を参考に、塔屋等の高さを、３メー

トルを基本に条件に加えておりました。しかし、これでも設置の仕方によって

は、眺望上の支障が考えられるため、塔屋等を含めた、より厳しい高さにする

のか、否かについて会長一任の取り扱いで宿題をいただいておりました。結果

としまして、高度地区、景観計画ともに、塔屋等を含んだ厳しい高さ規制とす

ることといたしました。 

また、この規制内容については全国的に見ても最も厳しいものと考えられ、

提出議案書の「許可による特例」として、カッコ３に用途上、機能上、塔屋等

が必要な施設の項目を追加させていただきました。これは、許可により最高限

度を超えて建築を可能とするものです。左図のとおり、建物本体が規定値内に

収まっている場合に限り、最高限度を超えた部分に必要最小限の塔屋等の建築

を認めるものです。具体的には、当該建築物の保安・管理上、塔屋等が必要な

場合のほか、高齢者用住宅や福祉施設などでエレベーターが必要な施設などが

想定されます。 

資料に戻りまして、提出議案 144 ページをご覧ください。高度地区の区域図

になります。こちらは、景観計画の高さ基準と連動しておりまして、先ほども

申し上げたとおり、区域の再精査をしております。同じ説明になりますので、

省略させていただきます。 

以上が、議第２号、岳南広域都市計画高度地区の決定についてです。ご審議
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よろしくお願いします。 

 

水口会長 

はい。ご苦労様でした。今の説明にもありましたように前回の審議会で２案

があり得ると、前回出た素案と結果として今回の案ということで少し法令上の

解釈とか他都市の既存事例とか地域の実態とかを調べてということだったので

すが、その結果より単純明快にすると、実態に合わせる分は特例許可という手

法を使うという方法の案となりました。本件の審議は、約２年間にわたり今日

で４回ということで、審議を重ねてきたので、かなり成熟してきたのではない

かと考えております。 

それでは、今の景観計画の重点地区を中心とし、その他時点修正、やる予定

だった施策が一部実績になったという辺りも含めまして、修正個所はいろいろ

あります。それと特に重点地区の追加に絡んで眺望景観、あるいは浅間大社の

重要部分の景観整備のために高度地区を使うという案です。この説明について

さらにご質問ご意見のある方はお願いします。 

 

佐野勝幸委員 

 １つだけ確認させていただきたいのですが、議案書の 105 ページの図と、そ

れから今最後に説明した 144 ページの図、それから資料の５ページの最終案の

図を比較したときに、この 105 ページの図の区域が若干異なって違っています

よね。これは違っていいものだと理解しているのですが、その理由を確認させ

てください。どこが違うかというと、大宝坊線の緑の風致地区の８メートルに

設定した一番下隅の横に 15 メートルの区域があるのではないかと思います。

105 ページの図は、そこが白塗りで白地になっているので、これが一致してい

ない理由を確認させてもらいたいのですが。 

 

事務局（都市計画課長） 

 ご指摘のとおり、高度地区の指定エリアと景観計画上のエリアとは若干違っ

ております。白地のところにつきましては、神田地区の景観重点地区とかぶっ

ている部分がありまして、神田地区の景観重点地区にはそちらの景観形成基準

が存在します。ですので、景観重点地区同士が重ならないようにしています。

このように、若干、都市計画法の高度地区の指定と景観計画上の指定に違いが

ありますが、その辺はご理解いただきたいと思います。 

 

佐野 勝幸委員 

はい。わかりました。 
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水口会長 

よく気づきましたね。重点地区が違っているということですね。他にどうぞ。 

私の方から一点。一任されてその後、市の担当の方である意味厳しい検討を

されて地権者等の意向等も聞かれたりして、このようになったのですが、先ほ

どの説明もありましたが、建築基準法上の高さ制限というのは、高さの定義が

建築基準法にあって、建築物の屋上部分、塔屋等、俗に言うペントハウスとい

うことが多いのですが、本来この高さ制限の趣旨は、住宅地の近隣関係、相隣

関係の住宅の環境保全ということが主で作り上げられてきたものです。 

特に高度地区は、その複数の建築物から影を二重に受けて、複合日影といい

ますが、そういう対応も含めた上で発展してきたものです。それが眺望景観に

も使うように広がってきたという歴史があります。従ってペントハウス部分の

日陰に関していうと、太陽が時間と共に動きますから、日陰も動いていき、そ

の部分的なペントハウスの影響というのは、その意味で限られたものなので、

景観となると動かない訳です。移動しない、固定して、例えば、富士山眺望を

阻害しているという景観の場合には、より高さ制限という意味が変わってくる

ということで、その辺りを建築基準法の一般規定では、ペントハウスが先ほど

の紹介のような一部緩和規定があるんですが、時間と共に移動しない障害要素

ですから、それは厳しくした。結果として、京都はもともと、いろいろ街並み

の景観保全と複合的なものが合わさっている一方、京都三山への眺望という要

素もあって、非常に複合的と言いますか、多目的な経過で高さ制限、高度地区

を活用してきた事例です。その京都よりも、そこだけ取り上げると厳しい規定

となって、日本一の富士山の眺望を保全する。あるいは、その世界遺産の資源

である浅間大社周辺の環境を保全するという点で、日本では最も厳しい手法と

いうことになろうかと思います。それであるが故に、建築審査会を市も持って

いますし、そういう一般規定では厳しくしておいて、特例の規定の条件で見定

めて、許可がいるという方向にしたということは、制度設計の仕方としては、

非常にリファインされたものではなかろうかと思います。こういうものはすぐ

さま効果を測定できない。また、悪い結果を及ぼさないという効果ですから、

なかなか効果が見えにくい部分はあります。こうした事例も、今後は他都市の

参考になっていくかと思います。一任を預かった会長として、その後の景観に

対する感想の補足であります。 

いかがでしょうか。はい。どうぞ渡辺委員。 

 

渡辺委員 

 この計画の変更とか高度地区の決定の内容そのものについての質問ではない

のですが、今回の計画変更や高度地区の決定が既存の建築物には、そのまま直
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接適応されないと思うのですが。ここはやはり景観的に高度的に既存の建築物

の中で景観を阻害している物件について、どんな誘導を図っていくのか。特に

今、富士宮市として阻害をしているのではないかと思われるような建築物とか、

そういうものをどのように考えていらっしゃるのかお伺いします。 

 

事務局（都市計画課長） 

今回の高度地区及び景観計画の変更の立案にあたっては、地域の建築物等を

調査して、既存不適格の発生件数を把握しながら、本計画適用の合理性なども

検討してまいりました。若干の既存不適格がございますが、それにつきまして

は、建て替えの際に今回の規制の効力が発揮・適用されることになります。現

在、阻害しているものをどうしていくか、というご質問につきましては、一応

景観計画の中で、街並みに沿った形や浅間大社周辺に合った形の方へ誘導して

いきたいと考えております。また、景観形成の補助金制度の活用なども検討し

ていきたいと思っております。まずは、今回の高度地区、浅間大社周辺地区の

規制を設けることで、色彩や高さが今回新たに設定しようとする基準に適合し

ない既存のものも、徐々に改善されていくことになります。屋外広告物につい

ても、屋外広告物条例に基づいて、更新許可の手続きや指導をしていく中で、

改善が図られていくものと考えております。 

 

渡辺委員 

頑張っていただいていると思うのですが、特にやはり色が気になるせせらぎ

広場の前のお店があるのですが、あそこについては、現在どのような交渉をさ

れているのか、なかなか言える部分と、言えない部分とあると思いますが、や

はり、一般市民からこれはどうなっているのか。というところは聞かれるもの

ですから、お応えできる範囲でお願いしたいと思います。 

 

事務局（都市計画課長） 

 せせらぎ広場前のＤＶＤのお店だと思いますが、確かに色がかなり目立つよ

うな状況でございます。今回の重点地区が指定されると色彩が不適合（色彩の

既存不的確）になりますので、今後、店舗側へは改善を働きかけていきたいと

考えております。過去には屋外広告物の許可手続きについて指導を行った経緯

もありますので、広告物と合わせて、引き続き粘り強く指導をしていきたいと

考えております。 

 

水口会長 

 はい、他にどうぞ。 
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この件は、本審議会では、かなり回数重ねて議論してきましたが関連して景

観審議会その他の議論もありました。その辺も踏まえて菅原委員どうですか。 

 

菅原委員 

 先日の景観審議会で何点か意見や修正がありましたが、変わってないような

感じがするのですが、それは報告なしで、終わってからですか。景観審議会の

方で承諾を得てからまた報告という形でしょうか。 

 

水口会長 

 景観審議会は都市計画審議会の前にやったのではないですか。 

 

菅原委員 

その時に出た修正点や意見が反映されていない感じがするので、その辺は状

況としてはどういう風に対応されるのかなということです。 

 

事務局（都市計画課長） 

 景観審議会でいただいた御意見に対する修正につきましては、本審議会の意

見をいただいてから合わせて対応することになりますが、先日の景観審議会の

中で出された意見につきましては、できる限り反映・修正する方向でおります。

また、策定図書につきましては委員の皆様に送付させていただく予定です。今

回は、都市計画審議会の方で、高度地区と浅間大社周辺地区の景観計画の変更

に関してご意見をいただく諮問という形をとっていますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

菅原委員 

 私が言わせていただいたところは、74 ページの一番下の「富士宮市世界遺産

のまちづくり整備基本計画基本構想」に注釈を加えるということだったのです

が、未だ対応されていないので、この都市計画審議会が終わってから修正をさ

れるということでよいですか。 

 

事務局（都市計画課長） 

 はい。その通りでございます。景観審議会の方で凡例を付けたり、注釈を付

けた方が良いのではというご意見を伺っておりますので、今回の都市計画審議

会でもご意見をいただいて、そういうものがあれば一緒に対応したいと考えて

おります。それを修正したうえで、策定図書を皆様へ配布したいと考えており

ましたので、よろしくお願いします。 
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水口会長 

今のご指摘の例だと、そういう方向でより分かりやすく注釈を付けたりとい

うことは、この審議会の後でも、それから縦覧等の後でやることは一向に構わ

ないということで、ご検討願います。これまでの景観計画には用語解説のペー

ジはありましたか。 

 

事務局（都市計画課長） 

ありません。 

 

水口会長 

用語解説が良いのか。数が少なければ、ここにカッコ書きで簡潔に基本構想

の中身について、一言触れておくということだと思います。 

 

菅原委員 

まとめて修正ということですね。 

 

事務局（都市計画課長） 

 はい。そうさせていただきます。 

 

水口会長 

はい。他に意見ありませんか。 

それではこの件は先ほども申しましたように、かなり段階を踏んで議論を煮

詰めてきて、それが反映されて大きく素案から案の段階で発展して出てきてい

る、今日この場での意見も今のような編集段階での分かりやすく文言を加える

ところは少し検討していただくとして、全体の内容に関して特段の問題点はな

かったので、答申としましては、「原案のとおり適切なものと認めます」という

趣旨で答申を書きたいと思うのですが、その案に関してご異議ありませんか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

はい。ありがとうございます。多数と認めます。 

 

それでは、次に議第３号と４号に移ります。 

いずれも静岡県が決定するものに対する富士宮市の意見ということですが、

「岳南広域都市計画都市計画区域の整備開発及び保全の方針の変更について」、
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いわゆる広域的な都市マスタープラン、区域マスタープランという言い方もし

ていますが、それの定期的見直しをするのですが、その変更案が静岡県から示

されたということです。それと関連して「区域区分の変更について」、これも静

岡県決定に先立つ、市の意見です。具体的に変わるところは、富士市域なるの

ですが、富士市域といえども富士宮市と関連はありますので、富士宮としても

意見の対象になるということになります。この２つの案について、合わせて事

務局から説明をいただいて、その後、合わせて審議をして個別に採決をすると

いうことにしたいと思います。それでは、事務局お願いします。 

 

事務局（都市計画課長） 

それでは、議第３号「岳南広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針の変更について」、及び議第４号「岳南広域都市計画区域区分の変更につ

いて」、私の方から概要及び諮問にかかる変更理由を説明し、詳細については、

担当職員より説明させます。 

議第３号は、静岡県が概ね５年毎に都市計画区域単位において、広域的かつ

根幹的な都市計画の方針を定めるものであり、前回、平成 23 年３月に定めたも

のを変更するものです。 

それでは、議第３号の変更理由を朗読いたします。提出議案書の 170 ページ

を御覧ください。 

議第３号、変更理由。「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、長期

的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大き

な道筋を明らかにする、当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性

を示すものであり、都市計画の目標をはじめとし、区域区分の決定の有無及び

区域区分を定める際の方針、主要な都市計画の決定の方針について定めている。

平成 22 年度から 24 年度にかけて都市計画に関する基礎調査を実施した結果、

第６回定期見直し以降の当該都市の発展の動向、人口及び産業の現状、将来の

見通し等が明らかとなり、これらを勘案し、長期的視点に立った都市の将来像、

都市計画の基本的な方向性等を見直す必要が生じたことから、「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針」を本案のとおり変更するものである。 

次に、議第４号についてですが、議第３号の「都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」と合わせ、今回の定期見直しの中で、区域区分を変更するもの

であり、今回は、富士市旧富士川町松野地域における区域の変更が主な変更内

容となります。 

それでは、議第４号の変更理由を朗読いたします。提出議案書の 175 ページ

を御覧ください。 

議第４号、変更理由。平成 22 年度から 24 年度にかけて都市計画に関する基
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礎調査を実施した結果、第６回定期見直し以降における都市化の動向、都市基

盤整備の状況、今後の土地利用の見通し、農業的土地利用の状況等が明らかと

なったことから、これらを勘案し、平成 32 年を目標とした人口、産業等を適切

に収容するため、下記により市街化区域と市街化調整区域との区分、区域区分

に関する都市計画を変更する。土地利用規制の及ばない都市計画区域外である

富士市富士川・松野地区については、適正な土地利用の誘導を図る必要がある

ため、市街化調整区域に編入する。その他、目標年次における人口、産業等を

適切に収容するため、区域区分の人口フレームを本案のとおり変更する。 

次に、詳細について、担当職員から説明いたします。 

 

事務局（都市計画課主査） 

都市計画課の石原と申します。よろしくお願いします。説明は、お手元の資

料とパワーポイントを用いて、15 分程度のお時間をいただきます。それでは座

って失礼いたします。 

スクリーンをご覧ください。 

先ほど、課長が説明しましたとおり、議第３号及び４号については、概ね５

年毎に静岡県が見直し作業を行い、定めているもので、これを定期見直しと言

います。都市計画法第６条第１項に基づき、都市計画に関する基礎調査として、

概ね５年毎に人口や産業の規模、土地利用や交通量等の現況及び将来の見通し

について、調査を行うことと規定されております。また、法第 21 条第１項では、

都市計画の変更として、基礎調査の結果、変更する必要が明らかとなったとき

は、遅滞なく当該都市計画を変更しなければならないと規定されております。

このように、社会情勢の変化や法律の改正などに対応するため、基礎調査や国

勢調査の結果などを踏まえて、概ね５年毎に必要となる都市計画の変更を行っ

ております。この定期見直しは、静岡県下に 20 ある全ての都市計画区域におい

て、一斉に行われており、今年度末までに都市計画決定の告示がなされる予定

となっております。 

次に「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更の考え方について、

説明いたします。当該方針は、都市計画法第６条の２第１項に基づき、全ての

都市計画区域で、策定が義務づけられている方針書です。通称、都市計画区域

マスタープランと言われていることから、ここから先は「区域マスタープラン」

という略称で説明いたします。区域マスタープランは、「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」、いわゆる市町村の都市計画マスタープランの上位計画に当

たります。区域マスタープランに記載する項目と考え方については、法第６条

の２第２項に規定されており、まず１として、都市づくりの基本理念などの都

市計画の目標。２として、市街化区域と市街化調整区域に分ける区域区分、い
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わゆる線引きの決定の有無及び区域区分を定めるときはその方針。３として、

主要な都市計画の決定の方針。この３につきましては、土地利用、都市施設、

市街地開発事業、自然的環境の整備又は保全の４項目について、総合的に定め

ることとなっております。 

続きまして、今回の変更のポイントについて説明します。 

１点目は、基準、目標年次の見直しです。区域マスタープランは、人口や産

業などの各種データについて、国勢調査を参考にすることから、直近の国勢調

査年を基準年としています。今回の変更では、基準年を平成 17 年から 22 年に

変更し、都市づくりの理念、将来都市像については、その基準年から概ね 20

年後を見据え、目標年次を平成 37 年から 42 年に変更します。 

市街化区域の規模や道路などの都市施設については、基準年から概ね 10 年後と

して、平成 27 年から 32 年にそれぞれ変更します。 

２点目として、市街化区域人口や工業出荷額などの具体的な数値や、主要な

都市計画の決定の方針における整備水準の目標として、都市計画道路の整備密

度や下水道整備率。さらに、都市計画道路などの整備が完了したものや、整備

手法の変更に伴う記述の削除などを行っています。また、社会情勢の変化や、

地域動向の変化への対応として、集約型都市構造の推進、環境問題、防災・減

災対策への対応や、富士山の世界遺産登録や新東名開通などを踏まえ、記載を

見直しております。 

それでは、議第３号の主な変更内容について、説明します。お手元の提出議

案書の 148 ページをご覧ください。169 ページまでが計画書となりますが、新

旧対照表を説明資料の６ページから 29 ページに記載しておりますので、これに

より説明いたします。 

説明資料の表紙の裏側にある目次をご覧ください。新旧対照表の見方ですが、

現行の計画書を右側、変更計画書（案）を左側に並べて記載しております。 

対照表左側の「新」において二重アンダーラインが引いてある箇所は、新たに

記載を追加したところ。対照表右側の「旧」において二重取り消し線が引いて

ある箇所は、記載を削除したところ。また、対照表の左右ともに一本アンダー

ラインが引いてある箇所は、記載内容を変更した箇所となります。 事前に配布

させていただいていることから、富士宮市に関わる主なものを中心に説明させ

ていただきます。 

それでは、説明資料の８ページをご覧ください。都市づくりの目標の、目標

年次については、先ほど説明しましたとおり、平成 22 年を基準年として、都市

づくりの理念、将来の都市構造については、20 年後の 42 年、区域区分、都市

施設の整備などについては、10 年後の 32 年と変更しております。中段部分は、

富士山の世界遺産登録に伴い、構成資産となった白糸ノ滝や富士山本宮浅間大
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社などを追加しております。また、下段部分の都市づくりの基本理念について、

富士山の恵みの活用や自然環境と共生、集約型を意識した表現に改めておりま

す。 

９ページをご覧ください。下段部分 ６）自然保全地域では、白糸の滝の標

記について、世界遺産の構成資産名称で統一するため、ひらがなの「の」をカ

タカナに変更しております。 

10 ページをご覧ください。将来市街地像の図は、平成 25 年３月に策定しま

した富士宮市都市計画マスタープランと整合させております。 

11 ページをご覧ください。(1)区域区分決定の有無では、本区域の人口は、

今後減少が想定されるものの、市街化圧力の低下は見られないことから、引き

続き、無秩序な市街地の拡散防止や、市街地の人口密度を維持するため、区域

区分を維持することとしています。 

12 ページをご覧ください。区域区分の方針１）おおむねの人口、については、

都市計画区域内人口が、平成 32 年で概ね 38 万人、市街化区域人口は、30 万３

千 900 人としております。２）産業規模につきましては、表のとおりとなりま

す。 

14 ページをご覧ください。３）市街地における住宅建設の方針につきまして

は、都市計画運用指針の改定により、記載しないルールとなったため、全県的

に削除しております。 

15 ページをご覧ください。３）市街地の土地利用の方針は、②居住環境の改

善または維持に関する方針に旧の②③の項目をまとめて記載しております。 

下段部分の③市街化区域の緑地又は都市の風致の維持に関する方針では、議第

１号及び２号にも関わる内容として、浅間大社周辺の緑地の保全や景観の保

全・改善について、記載を追加しています。 

20 ページをご覧ください。上段部分、下水道及び河川の都市計画の決定方針

として、ア，下水道及び河川の整備の方針では、静岡県生活排水処理長期計画

に基づく方針を全県的に記載しております。 

24 ページをご覧ください。２）市街地整備の目標については、富士宮市の大

岩時田地区を削除しております。削除の理由は、前回の策定からこの５年間、

具体的な動きもなく、地元の熟度も上がっていないことや、本計画書に記載す

べきものは、基本的には都市計画決定がなされ、事業実施が確実なもの、若し

くは事業継続中のものに限られるため、今回削除しております。 

27 ページをご覧ください。③防災系統の配置の方針では、「東海地震」を「南

海トラフ巨大地震」に変更しております。 

28 ページをご覧ください。①公園等の整備目標及び配置の方針は、都市公園

のみを記載するルールとなりました。目標水準については、表のとおりとなり
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ます。②その他の緑地の指定目標及び指定の方針については、特別緑地保全地

区の浅間大社地区の指定、風致地区の天母山・明星山・白尾山の追加拡大指定

の検討を削除しております。削除の理由は、いずれの地区も既存の風致地区指

定等が有効に機能しており、緑地の保全に関して特に支障をきたしていないた

めであります。 

29 ページをご覧ください。４）主要な緑地の確保目標では、街区公園の三園

平公園を削除しております。削除の理由は、公園を整備しないということでは

なく、昨年度、市で策定した緑の基本計画において、当該地域への公園整備の

必要性が明確に位置づけできたためであります。 

また、本計画書に記載すべきものは、24 ページの土地区画整理事業と同様、

基本的には都市計画決定がなされ、都市計画事業での事業を予定し、事業実施

が確実になった段階、若しくは事業中のものに限られるため、今回削除してお

ります。 

以上が議第３号の説明となります。 

続きまして、議第４号について、説明いたします。 

スクリーンをご覧ください。区域区分、いわゆる線引きは、議第３号の整備・

開発及び保全の方針の中に、その方針を記載することになっております。この

方針を受けて、計画的に市街化を図る「市街化区域」と、農業の振興や自然環

境の保全などを図るため、市街化を抑制していく「市街化調整区域」に区分し、

都市計画の決定をします。 

提出議案書の 174 ページをご覧ください。こちらが区域区分の計画書となり

ます。数値については、後ほど説明しますが、都市計画区域及び市街化区域の

人口規模を示しています。 

176 ページをご覧ください。今回の変更概要は、富士市、旧富士川町松野地

区にある都市計画区域外 1,968 ヘクタールを、都市計画区域に編入し、市街化

調整区域とするものです。したがって、上段部分の１．市街化区域の増減はあ

りませんが、２．市街化調整区域で、富士市に 1,968 ヘクタールが編入され、

岳南地域全体で４万３千 76.5 ヘクタールに変更となります。 

178、179 ページとスクリーンを合わせてご覧ください。編入される区域につ

いては、ご覧のとおりとなります。 

次に、説明資料の 30 ページとスクリーンを合わせてご覧ください。再び、計

画書に戻りまして、新旧対照表になります。数値については、この後、説明い

たします。スクリーンをご覧ください。現在、都市計画区域における市街化区

域の規模設定の考え方として、人口を最も重要な市街地規模の算定の根拠とし

ています。これに世帯数の将来の見通しを加味し、市街地として必要と見込ま

れる面積をそのまま即地的に割りつける方式が採られています。これを「人口
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フレーム方式」といいます。具体的には、目標年である平成 32 年における人口

推計値から、都市計画区域内及び市街化区域内の人口を設定します。そして、

基準年の平成22年から10年間の世帯当り人口の減少や道路整備など による居

住に適さない非可住地の増加を考慮した上で、市街化区域内の居住可能人口を

設定します。この差、つまり市街化区域に収容しきれずにあふれた人数を保留

人口といいます。赤字が今回の設定数値です。目標年の平成 32 年における都市

計画区域内の人口を約38万人、このうち市街化区域内の人口を約30万３千900

人と設定しています。市街化区域内に居住可能な人口は 30 万３千人となり、保

留する人口は 900 人となります。この保留する人口とは、市街化区域に収用し

きれない人口のことで、市街化調整区域の具体の区域において、土地区画整理

など、基盤整備事業の実施が確実になった時点で、必要な調整を行った後、保

留人口に対応する面積の範囲内で随時市街化区域とすることが可能となります。

特定保留とは、位置、目的、区域が決定し、「区域マスタープラン」において、

市街化区域への編入予定地区を定めているもので、当岳南広域都市計画区域で

は設定がありません。したがって、当岳南広域都市計画区域では、位置・目的・

区域が具体的に決まっていないものを一般保留として、900 人と設定しており

ます。人口が減少するのに、なぜ、今回も数百人単位で、保留人口が確保でき

ているのか。については、住むことができる器の大きさ、いわゆる可住地の面

積が決まっている中で、核家族化の進行により、１軒・１世帯当りの人数も減

るためであります。数値については、県が県下全域の都市計画区域の中で総合

的な推計を行って算出しており、他の区域でもまだ保留人口が確保できている

状況となっております。しかし、世帯数の減少も始まっていることから、次回

はゼロ若しくはマイナスとなることも考えられます。 

次に、議第３号及び４号に係る手続きの状況について、説明します。平成 27

年８月上旬に原案を縦覧したところ、お二人から公述の申出があったため、８

月 20 日に富士市役所にて公聴会が開催されました。その後、12 月１日から２

週間、都市計画の（案）を縦覧したところ、富士市旧富士川町における区域区

分の変更（案）について、お二人から県（決定権者）に対して意見書が提出さ

れました。これに対し、県及び富士市では、方針は変更しない見解であります。 

最後に、スケジュールについてです。ただ今、ご説明申し上げたとおり、こ

れまで公聴会や都市計画（案）の縦覧を実施し、その後、今年に入りまして、

去る１月 12 日に富士市都市計画審議会が開催されました。提出された意見書の

取扱いについて、活発な審議がなされ、原案のとおり了承されております。ま

た、今後は、来月に静岡県都市計画審議会での審議を経て、３月に都市計画決

定、告示の予定となっております。 

以上で、議第３号及び４号の説明を終わります。 
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

 はい。御苦労さまでした。都市計画区域マスタープランとか区域区分線引き

制度の概要の解説を交えながら、今回の定期見直しの変更点、特に富士宮と関

わりの深い部分の説明をいただきました。この件に関しまして区域マスタープ

ラン区域区分の変更含めてご意見、ご質問お願いいたします。 

 

渡辺委員 

 富士市の線引きの変更のということですが、スケジュールを見ますと１月に

富士市の都市計画審議会がもうすでに終わっているのですね。線引きの変更に

ついては、どんな意見が出されたのか。先ほど公聴会をやって２件意見が出た

けども県は方針を変更しないというところがあったのですが、どのような意見

が出て、どうして方針は変更されないのかというところと。線引きの変更は、

旧富士川町ですよね。非常に大きな影響が出てきますけれども、これは富士市

との合併の中でその辺のことは、将来的にこのようになるよという話があった

かどうか、その合併に伴って都市計画区域が変更になるのか、その点について

お聞きします。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

 富士市の都市計画審議会で出された意見などでございますが、１月 11 日に富

士市の都市計画審議会が行われております。私も傍聴してまいりました。公聴

会それから案の縦覧に対しまして、意見書が出された訳ですが、いずれもこの

区域の編入、市街化調整区域になることへ反対する意見が２名の方から出され

たものでした。まず、静岡県、富士市が今回富士川町を都市計画区域に編入し

て市街化調整区域にする目的や理由ですが、旧富士川町の都市計画区域外に、

約 600 人の方が居住し、集落は十数集落あるという状況です。地形的には 85％

山林が占めているような状況で、かなり急峻な地形というふうな形になってお

ります。この中に水源であったり、そういうものがあります。自然環境なども

保全していく区域であろう。それから、こういった急峻な地形のところで開発

が行われて進んでしまいますと、かなり災害の危険性も伴ってくるというよう

なこともありまして、そういった観点から、県、富士市が、今現在ある都市計

画区域外を都市計画区域にして、そして市街化調整区域にして、土地利用のコ

ントロールを図りたいというものでございました。意見書については、お二人

の反対の方がいらっしゃった訳ですが、県及び富士市では、今回の手続きにお

いては地元の説明会なども２年ほど前から行っていて、回数は今手元にござい
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ませんが、また、地元住民を対象として意向調査（アンケート）なども行って

おります。反対される意見の方と一方では、一定の土地利用のコントロールは

やむを得ない、必要であるというようなご意見の方もいたそうです。そういっ

たことも含めて、富士市都市計画審議会の方には、報告が行われております。

富士の審議会の委員の方からは、こうした反対の方が出ているのに、このまま

決定をしてしまって良いものなのか。という意見も出されました。しかし、自

然環境の保全とか、こういった急峻な地形の中で一定の土地利用コントロール

が必要だろうというご意見や発言なども委員からございました。富士の審議会

でこういった活発な意見が出されまして、結果的には今回の区域区分の設定に

ついては適当であろうということで、富士市の審議会では、原案の通り適切な

ものと認めるというような答申が出てきたところであります。 

もう１つ、合併前からこういったことが計画されていたか。というところで

ございますが、合併した当時、区域区分を一度、変更しております。旧芝川都

市計画区域、旧富士川都市計画区域を岳南都市計画区域に変更しておりますが、

その時は、今回都市計画区域外を編入するというところまでは、作業的には合

併をして、区域外変更するには相当な年数もかかるということで、富士の方で

は将来的には必要であるけれども、時間的なこともありまして、その時は、旧

富士川町のところで用途地域の色付けがされていたところだけを市街化区域に

入れて、都市計画区域については変えないで、そのままとりあえず編入したと

いう状況なものですから、合併した時には将来的には必要になるけれども、時

間的な問題もあって、その時にはできなかったということであります。 

 

渡辺委員 

はい。ありがとうございます。旧富士川町のことで、よく私もわからないも

のですから、議案の１番最後の 179 ページの地図を見て、質問する前の理解が

足りなかったのですけれども、旧富士川町全体が市街化調整区域になるという

ことではないのですよね。旧富士川町が市街化区域と市街化調整区域に区分さ

れるということでしょうか。変更前と変更後がよくわからないのでその辺の説

明をもう一度お願いします。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

 179 ページを見ていただけますでしょうか。平成 23 年の３月に旧富士川の都

市計画区域というものと芝川都市計画区域を一度、岳南に編入しております。

この時に、179 ページに色が付いているところが既に市街化区域になっている

ところです。スクリーンではピンクになっているところがございますが、旧富

士川の松野地域もそうですし、富士川駅の中之郷地区の辺りもピンク色がつい
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ていますし、そこは既に市街化区域になっております。少し山手の所に白い所

がございますが、今回の斜線とピンクの間に少し白い所がありますが、ここが

現在の市街化調整区域になっている所です。今回は、新たに斜線の部分を今現

在は都市計画区域外ということで、都市計画法が適用されない地域になってお

りますが、先ほどの理由でここを都市計画区域に入れて、尚且つそこを区域区

分して、市街化調整区域になるということですから、わかりやすく言うと市街

化調整区域が広がるという形になります。 

 

渡辺委員 

今、斜線になっているところが新たに市街化調整区域になるということです

ね。ここでいう、赤い矢印が入った所ということですね。わかりました。ここ

に先ほどの説明だと 600 人しか住んでないということですが、それほど急峻な

地域だということなのですね。そんなに住宅も建ちそうな所ではない、みかん

畑だとか山があるということですか。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

建ちそうにないというか、現在 600 世帯くらいの方ということで、かなり急

峻な地形なので、家を建てようとすると平場に建てるというか、かなり山を切

り拓くような形になりますが、そういったところで、急峻な地形を切り開くと

災害などの危険性もあるというようなことは、富士市の方でも危惧していると

ころであります。 

 

渡辺委員 

 富士宮市の例えば北山とか上井出とか、ああいうところの状況とは全く違う

ということと理解していいのですね。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

地形的にはかなり急峻だと思います。 

 

水口会長 

 はい。他にどうぞ。他にご意見ご質問ございませんか。 

 

菅原委員 

 質問ですけれども、説明書の 30 ページに人口フレームというのがありますが、

これは地域全体ですよね。富士宮と富士市との人口の配分というのは出されて

いるのですか。 
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事務局（都市計画課計画係長） 

 富士と富士宮での分けというのは設定されていません。出してもおりません。

岳南広域都市計画の中でこの数値ということになっております。 

すみません。今のご質問は、市街化区域内の人口が富士と富士宮で細かく設

定されているかということでしょうか。そういう質問でありますと、それぞれ

の富士、富士宮の人口数値というものはございます。一番下の一般保留人口に

ついては、富士、富士宮の分けてという概念はございません。 

 

菅原委員 

 ちなみに 10 年後の数値を教えていただけますか。 

 

事務局（都市計画課計主査） 

 富士市が平成 32 年の推定値ですが 21 万 7,800 人、富士宮市が８万 6,000 人

です。これは市街化区域の人口です。都市計画区域の人口としましては、富士

市が 25 万 500 人、富士宮市が 12 万 9,400 人です。 

 

手島委員 

 今の質問に関連して、今説明のあった数値があるのに、何故、他の算出根拠

になる数字が出ないのか、特に一般保留人口の数字が富士市と富士宮市で区分

して出せないのか、改めてお伺いします。何故、こういう質問するかといいま

すと、区分の変更というのは富士宮市にとっても非常に関心のある問題なので

す。ですから、改めて一般保留という制度があるということに関連してお伺い

します。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

 先ほども説明いたしましたとおり、一般保留については今 900 人ということ

であります。この 900 人に対する市街化区域の面積はどの程度かということに

はなるのですが、単純に一般的に言われる１ヘクタールあたり 40 人という都市

計画の中で設定指標が出ておりますので、900 を 40 で割り算しますと 22.5 ヘ

クタール。この 900 人の分、市街化区域を拡大できるという面積は、単純に 40

で割ると 22.5 ヘクタールということになります。一般保留の考え方、制度とし

ましては、場所を特定していないということで、場所を特定しているものが特

定保留というものになりますが、場所を特定しておりませんので、この中でこ

の 900 人という数値をもって、具体的な基盤整備、区画整理事業などの基盤整

備の事業実施が確実になった時点で、その面積に見合った面積を市街化区域に
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数値上ですけど、編入できるようになっております。制度上といいますか、こ

の岳南広域に限らず、他の都市計画区域の整備、区域区分も同様なのですが、

富士、富士宮でこの中身について、どっちの市でどれだけの分をもっているか

を出している性格のものではありませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 

手島委員 

 制度上の問題であれば、それはそれで了解をします。ただ富士の人口が２と

すると、富士宮の人口が１ですよね。３分の２と３分の１くらい。900 人とい

うことになれば、単純に 300 人と 600 人、こんな考え方もできなくはないと思

うのですが、ただ今の説明があって制度上といっても、都市計画区域内人口に

関しては、富士宮市と富士市と区分数値が出ていれば、最後の一般保留の小項

目の数字が出ないというのは、なんとも理解できない部分があります。という

ことだけ申し上げておきます。 

 

水口会長 

 今のことについて、一委員として意見を言います。今回のこの都市計画区域

マスタープランで出てきている人口フレーム方式という言葉が解説の中にあり

ましたが、都市計画の市街化区域の大きさを定める手法として人口フレーム方

式というものがあるのですが、それがメインなのですが、これは実は人口増加

市街地拡張時代に創られた比較的わかりやすいものです。人口減少社会にはも

うとっくに入っていますから、その時代の状況の変化を踏まえて、人口フレー

ム方式を相当抜本的に見直すべきだという議論もあります。まだ、それに代わ

る良い方式が見出せないというか、もう少し具体的な土地利用の中身を見定め

ながら、農村計画や森林計画と合わせて、土地利用のフレームとして定めてい

くという、前回やった国土利用計画のようなものがそれに近いのですが、なか

なかその辺りが、制度間の連携も途上でありまして、確立されてこないという

ことがあります。そういう状況の中で、今回この定期見直しは静岡県一斉に 20

区域でしたか。埼玉県なんかは、時期をずらして順番にローリングでやってい

るのですが、一斉にやって、先程ちょっとありました人口減少が進んで世帯数

の減少社会というのがもうすぐ出てきます。岳南広域の場合は、世帯減少に転

化するのはいつか調べていませんが、近い将来あると思います。今回そのフレ

ームは人口減少を通り越し、世帯が減っていくというような本当の人口減少社

会に対して、必ずしも正面から向き合っていない。ちょっと先延ばしもあった

かもしれないけれども、今度の見直しの時には、もっと正面から人口減少、世

帯減少に向き合う必要が出てくるだろうと思います。その辺のところをやや甘

めに設定している。人口に関しては大きめに設定している、減少の度合いを低
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く見積っているということもあって、この保留フレームというのは、人口フレ

ーム方式を採る以上、保留フレームはプラスで、その分多少は今の調整区域を

市街化区域に変える余地があるという形を作っているという面があって、将来

の市街化区域の人口とそれを受け入れる土地、つまり人口密度ですが、この辺

りの数字をちょっと触ると結果は変わってくる訳です。その辺のことを具体的

に土地に即した具体的な前提なく数字上作っている面があるのだろうと思いま

す。実際この保留フレームは、現実には使われないままということも大いにあ

ると思います。元々保留フレームは本来なら特定保留が大事で、既に区画整理

とか市街地の整備をやる予定があって、そういうところについて、しかしまだ、

合意形成とか色々手続きとかが整っていないから市街化区域編入予備軍である。

それから、具体的な適地があってそれを保留にしておくということならば、あ

り得るのですが。今はそういう新たに市街地を拡大していく適地として、地元

も都市全体の視点からしても推進するところがなくなってきている時代なので、

そういう特定保留はないと、一般保留の方は数値をプラスにしておくというよ

うなことになっているのではなかろうかと。ちょっと今回は、全般にシビアな

問題を将来に残したな、という印象があります。 

 合わせて、区域マスタープランというのは広域的あるいは根幹的として関わ

る方針でありますから、市町村の市町村都市計画マスタープランの重複が前々

から言われておりまして、これは多少整理されてきて、都市計画運用指針の改

定に伴って削除とありましたが、市町村と同じことが書いてあるということが

あって、その辺は、大きく言うと市町村の計画では市域の中及び市の中の各地

区の都市計画の整備で、県の広域都市計画区域マスタープランは主に市以上の

スケールの広域的なものとか区域区分のような根幹的な都市計画そういうもの

を決めるための方針というように、より使い分ける役割分担を整理していくべ

きだと思うのですが、若干、今回削除されているところもありましたが、そこ

もまだ不十分なところ、県の計画はいらないのではないかと思えるところも、

まだ混じっているかと思います。ちょっと余分な、感想的な意見でした。 

 他によろしいでしょうか。先ほど富士市の方では、調整区域を拡大すること

に関しての地元の意見が出ておりましたが、その辺で富士市の方では、その該

当地区のところでは今後も色々の課題が残っているのかも知れませんが、富士

宮の場合には、合併の時に同時に旧芝川町が全域線引き調整区域となりました。

ただ調整区域ということに対して、実際は実態上誤解があったり、何も出来な

いという誤解があって、反対された方もあるのですが、調整区域といえどもい

ろいろな活性化を図ることができる訳で、富士宮では旧芝川だけではありませ

んが、調整区域の田園環境の活性化というようなことも総合計画でも国土利用

計画でもかなりあって、それを具体的に取り込むという事例をつくれば、富士
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市の今回の調整区域拡大区域の住民にとっても、一つ参考になる事例にはなる

のでなかろうかと。そういう点でも富士宮の里づくり計画とか事業を推進して

いくことは、富士市にとっても役立つのではなかろうかと思っています。 

それでは、ご意見がなければ、議案３号「岳南広域都市計画都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針の変更（静岡県決定）について」、これについて「適

当と判断する」という趣旨の審議会の答申を出したいと思いますが、賛成の方、

今の私の案にご異議ありませんか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

ありがとうございます。異議なし多数と認めます。 

 

 続きまして、同じ議第４号「岳南広域都市計画区域区分の変更（静岡県決定）

について」、これについても「原案については適当と認める」という趣旨に答申

を書きたいと思いますが、ご意義ありませんか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

ありがとうございます。異議なし多数と認めます。 

今日、議案は４つと多かったですが、実際２つという感じで、この審議会で

は久しぶりに審議答申案件が４つということはありましたが、その割には比較

的円滑に進行できました。今日予定していた議事は終わりましたので進行を事

務局にお返しします。 

 

【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

水口会長、会議の進行ありがとうございました。 

次に、次第の４その他といたしまして、事務局から連絡事項が２点ございま

す。１点目は、マイナンバー導入に係る委員報酬の会計処理の関係。２点目が

次回の予定について申し上げたいと思います。 

１つ目の会計処理の関係ですが、委員報酬については、「富士宮市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」にも基づき、行政職員の

委員以外の皆様に支給しております。当該報酬の収入についても所得税の課税

対象であるため、委員の皆様には、確定申告の時期に合わせて、源泉徴収票を

発行・送付させていただいております。また、他部局の審議会なども含めて、

人事課で取りまとめの上、税務署へ所定の会計処理をしております。市議会議

員の皆様については、議会事務局にて事務処理を行っています。今回、マイナ
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ンバー制度の導入を受け、平成 28 年分から、源泉徴収票等にも個人番号を記載

する必要が生じたため、皆様の個人番号を収集・把握させていただきたいと思

います。市議会議員の皆様については、別途、議会事務局の方でマイナンバー

収集の手続きを行いますので、当課での手続きは不要となります。 

それでは、行政職員と市議会議員以外の方に手続き方法を申し上げます。た

だいまお配りしました「個人番号の提供書」をご覧ください。上部に、事務局

の方であらかじめ、住所・氏名を記載しております。誤りがございましたら、

事務局までお知らせください。この住所・氏名がご自宅に郵送されている通知

カードと一致しているかを、まず、ご確認いただきたいと思います。不一致の

場合は、お手数ですが、事務局までご連絡ください。そして、番号の収集・把

握ですが、基本的には、通知カードのコピーをご提供いただく形を取らせてい

ただきたいと思います。ご提供いただいた個人番号は、「源泉徴収票作成事務」

のみに利用し、それ以外の利用はいたしません。なお、本提供書は、他部局の

審議会関係も含めて、人事課で厳重に管理します。つきましては、「番号を確認

するための書類の貼付欄」に、通知カードのコピーを貼り付けていただき、た

いへんお手数をおかけして恐縮ですが、個人情報保護の観点から、本人と事務

局との確実な受領を確認するため、都市計画課までご持参いただきたいと思い

ます。また、ご持参いただくことが難しい方は、ご連絡いただければ、お受取

りに伺いますので、よろしくお願いいたします。とにかく、対面にて直接ご本

人から受領したいと思います。提出期限ですが、それほど急ぎではありません

が、あまり先に延ばしても忘れてしまいますので、２月末日までとさせてくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

ここまでで、何かご質問等はございますでしょうか。 

それから、本日までに、先に他の課の審議会などで、番号提供・提出したよ

という方はいらっしゃいますか。他の課の審議会とかけもちなど、複数の報酬

を支給されている方は、今後、個人番号の提供を求められることがあるかと思

いますが、その場合は、所管課に「都市計画審議会で提出済」とご連絡くださ

い。以上、マイナンバー関係の会計処理については、よろしいでしょうか。 

 

………河原﨑委員、石川委員と個別質疑応答……… 

 

最後に、次回の審議会の予定を申し上げます。次回は、７月頃を予定してい

ます。案件は、指定大規模既存集落制度に係る地域指定を予定しています。 

それでは、以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしましたので、

平成 27 年度第２回富士宮市都市計画審議会を閉会いたします。 

皆様、大変お疲れ様でした。 




